
理学系研究科育児支援室使用ルール 
                           ２０１２年 ６月 ６日制定 
                           ２０２３年 ５月２９日改正 
 
理学系研究科は、理学系メンバーの育児支援のため、平成 20 年４月 1 日に育児支援室を

開室する。 
 
１．理学系研究科育児支援室利用について 
・原則として、子供の保護者が理学系研究科に所属する場合に利用ができることとする。 
・裁量労働制でない教職員が勤務時間中に利用する場合は、必ず休暇等を申請する。 
・育児支援室利用希望者は事前に利用登録をおこない、管理者より使用方法等の説明を受 
 ける。管理者によって利用に問題ないと判断された場合は、以降利用の都度、鍵を受け 
 取る。 
・原則として、利用は午前９時から午後６時までとする。利用者はその都度、利用予定時 
 間を管理者に申し出ること。 
・育児支援室の使用は自己責任とし、事故などに関して管理者は一切の責任を負わない。 
 
２．入室について 
・入室の際は、必ず靴を脱ぐこと。衛生上、上履きの着用は不可とする。 
 
３．授乳スペースについて 
・授乳は必ず授乳スペース内で行うこと。 
・男性の立ち入りは禁止とする。 
・利用後は速やかに授乳スペースから出ること。 
・授乳スペース内でのおむつ替えは厳禁とする。 
 
４．ベビーベッドの利用について 
・おむつ替えの際には、おむつ替えシートを必ず使用すること。 
・ベビーベッドのシーツは、管理者が定期的に交換・洗濯する。予備のシーツを用意する 
  ので、必要がある際は利用者各自が交換する。 
 
５．使用済みおむつ・ゴミの処理について 
・使用済みおむつ・ゴミは、必ず利用者各自で持ち帰ること。 
 
６．冷蔵庫の利用について 
・冷蔵庫の利用は、保存するものに記名のうえ、当日のみとする。退室時に庫内に残した 
 物は管理者が処分する。 



・但し、アイスノンのみ、冷凍室に常備する。 
 
７．電子レンジの使用について 
・18 歳以上の利用者のみ、使用可とする。 
・長時間の使用は、他の利用者の迷惑になるとともに育児支援室利用の目的にそぐわない 
  ため、禁止する。 
 
８．室内での飲食について 
・最低限の水分補給を除き、室内での飲食は原則禁止とする。 
 
９．清掃について 
・利用者は、室内を清潔に保つことに協力し、退室前に清掃を行うこと。 
 
10．注意事項 
・自分の子供を室内に残して退室しないこと。 
・他の使用者の迷惑とならないように注意して使用すること。 
・自分の子供でなくても、必要に応じて同様に注意をすること。 
・著しく他の利用者の迷惑となる行為があった場合は、管理者に連絡をすること。 
 
11．禁止事項 
・鍵の貸し借り・譲渡は禁止とする。 
・室内での宿泊は禁止とする。 
 
12．リクエスト・要望など 
・適宜、管理者にメールで伝えることとする。口頭やメモは行き違いが生じやすいので避   
 ける。尚、状況に応じて、管理者がルールを変更・追加することがある。 
 
13．内線電話について 
・育児支援室に内線電話（内線 84030）を設置する。 
 
連絡先：理学系研究科等 総務課 総務チーム 総務担当 
内線番号：24570、メールアドレス：shomu@adm.s.u-tokyo.ac.jp 


